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議 案 第 ２８ 号

摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

令和６年２月２０日提出

摂津市長 森 山 一 正

提案理由

大阪府国民健康保険運営方針に基づく府内統一基準に基づき、国民健康保険の保険

料率等を改定するとともに、国民健康保険法等の改正に伴い、本条例を制定するもの

である。

摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例

摂津市国民健康保険条例（昭和４４年摂津市条例第４４号）の一部を次のように改

正する。

第１２条中「第３６２号」の次に「。以下「令」という。」を加え、「介護納付金

賦課額（同項第３号」を「介護納付金賦課額（同号」に改める。

第１２条の２の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者

（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」とい

う。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る」を削り、同条第１号ア中「（一

般被保険者に係るものに限る。）」を削り、同号イ中「附則第２２条」を「附則第７

条」に改め、「が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、大阪府」を削

り、同号カ中「退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係

る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養

費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費

及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに大阪府が行う国民健康保険の

一般被保険者に係る」及び「及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用の額」を削り、同条第２号イ中「附則第２２条」を「附則第７条」

に改め、同号ウ中「（エにおいて「国民健康保険保険給付費等交付金」という。）

（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用（法附則第２２条の規定により読み替

えられた法第７０条第１項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同

じ。）に係るものを除く。）」を削り、同号エ中「法附則第９条第１項の規定により
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読み替えられた」及び「並びに国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の

療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）」を削る。

第１３条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者に係

る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改め、「（一般被保険

者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属

する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）」を削り、同条に後段として次のよう

に加える。

この場合において、当該合計額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨て

るものとする。

第１４条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項中「一般被保険

者」を「被保険者」に改める。

第１５条の見出し及び同条第１項中「一般被保険者に係る」を削り、同項第１号中

「１００分の８．９４」を「法第８２条の３第１項及び第３項の規定により大阪府が

算定し、及び通知する市町村標準保険料率（以下「市町村標準保険料率」という。）

のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率」に改め、同項第２号中「一般被

保険者１人につき３３，３４５円」を「市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保

険料率における被保険者均等割の額」に改め、同項第３号ア中「１世帯につき

３３，２４７円」を「市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における世

帯別平等割の額」に改め、同号イ及びウ中「一般被保険者」を「被保険者」に改め、

同条に次の１項を加える。

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、当該保険料率について速

やかに告示しなければならない。

第１５条の２から第１５条の４の２までを削る。

第１５条の５中「又は第１５条の２」及び「（一般被保険者と退職被保険者等が同

一の世帯に属する場合には、第１３条の基礎賦課額と第１５条の２の基礎賦課額との

合算額をいう。以下同じ。）」を削り、「６５０，０００円」を「各年度の保険料の

賦課期日の前日において施行されていた令第２９条の７第２項第９号に規定する額」

に改め、同条を第１５条の２とする。

第１５条の５の２の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」

を削り、同条第１号中「であって、大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係る

もの」を削り、同条第２号ア中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、同号イ中
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「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」を削り、同条を第１５条の３と

する。

第１５条の５の３の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険

者に」を「被保険者に」に改め、「（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯

に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別

平等割額）」を削り、同条に後段として次のように加える。

この場合において、当該合計額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨て

るものとする。

第１５条の５の３を第１５条の４とする。

第１５条の５の４の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険

者」を「被保険者」に改め、同条を第１５条の５とする。

第１５条の５の５の見出し及び同条第１項中「一般被保険者に係る」を削り、同項

第１号中「１００分の２．９７」を「市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金

等賦課額の保険料率における所得割の率」に改め、同項第２号中「一般被保険者１人

につき１０，５８４円」を「市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額

の保険料率における被保険者均等割の額」に改め、同項第３号ア中「１世帯につき

１０，５７４円」を「市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険

料率における世帯別平等割の額」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、当該保険料率について速

やかに告示しなければならない。

第１５条の５の５を第１５条の５の２とする。

第１５条の５の６から第１５条の５の９までを削る。

第１５条の５の１０中「第１５条の５の３又は第１５条の５の６」を「第１５条の

４」に改め、「（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第

１５条の５の３の後期高齢者支援金等賦課額と第１５条の５の６の後期高齢者支援金

等賦課額との合算額をいう。第２０条第３項において同じ。）」を削り、

「２００，０００円」を「各年度の保険料の賦課期日の前日において施行されていた

令第２９条の７第３項第８号に規定する額」に改め、同条を第１５条の５の３とす

る。

第１５条の６第２号ア中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、同号イ中「法

附則第９条第１項の規定により読み替えられた」を削る。
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第１５条の７に後段として次のように加える。

この場合において、当該額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるも

のとする。

第１５条の９第１項第１号中「１００分の２．６１」を「市町村標準保険料率のう

ち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率」に改め、同項第２号中「介護

納付金賦課被保険者１人につき１９，５５２円」を「市町村標準保険料率のうち、介

護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」に改め、同条に次の１項を

加える。

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、当該保険料率について速

やかに告示しなければならない。

第１５条の１０中「１７０，０００円」を「各年度の保険料の賦課期日の前日にお

いて施行されていた令第２９条の７第４項第８号に規定する額」に改める。

第１８条第１項中「国民健康保険法施行令」を「令」に、「、第１５条の２、第

１５条の５の３若しくは第１５条の５の６」を「若しくは第１５条の４」に改め、

「若しくは第１５条の４」を削り、同条第２項中「、第１５条の２、第１５条の５の

３若しくは第１５条の５の６」を「若しくは第１５条の４」に改め、「若しくは第

１５条の４」を削る。

第２０条第１項中「又は第１５条の２」を削り、「が６５０，０００円」を「が第

１５条の２に規定する賦課限度額」に、「、６５０，０００円」を「、当該賦課限度

額」に改め、同項第２号中「２９０，０００円」を「令第２９条の７第５項第３号ロ

の規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に

乗じることとされた金額」に改め、同項第３号中「５３５，０００円」を「令第２９

条の７第５項第３号ハの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数に乗じることとされた金額」に改め、同条第３項中「又は第１５

条の２」を削り、「第１５条の５の３又は第１５条の５の６」を「第１５条の４」

に、「６５０，０００円」を「第１５条の２」に、「２００，０００円」を「第１５

条の５の３」に、「第１５条の５の５第２項」を「第１５条の５の２第２項」に改

め、同条第４項中「又は第１５条の２」を削り、「６５０，０００円」を「第１５条

の２」に、「１７０，０００円」を「第１５条の１０」に改める。

第２０条の３第１項及び第２項第１号中「又は第１５条の４」を削り、同条第３項

中「又は第１５条の４」を削り、「第１５条の５の５第１項第２号又は第１５条の５
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の８」を「第１５条の５の２第１項第２号」に改める。

第２０条の４第１項中「国民健康保険法施行令」を「令」に改め、「又は第１５条

の２」を削り、「が６５０，０００円」を「が第１５条の２に規定する賦課限度額」

に、「、６５０，０００円」を「、当該賦課限度額」に改め、同条第２項中「又は第

１５条の２」を削り、「が６５０，０００円」を「が第１５条の２に規定する賦課限

度額」に、「、６５０，０００円」を「、当該賦課限度額」に改め、同条第４項中

「又は第１５条の２」を削り、「第１５条の５の３又は第１５条の５の６」を「第

１５条の４」に、「６５０，０００円」を「第１５条の２」に、「２００，０００

円」を「第１５条の５の３」に、「第１５条の５の５第２項」を「第１５条の５の２

第２項」に改め、同条第５項中「又は第１５条の２」を削り、「６５０，０００円」

を「第１５条の２」に、「１７０，０００円」を「第１５条の１０」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によ

る。


